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・・・COMPANY  PROFILE・・・

　事業取り組みの成果

　今回導入したデジタルサイネージシステム最大の特徴は、既存
の予約システムとの連携です。入力の手間なく案内看板用のデー
タを作成し、Wi-Fiを通じて館内各所に配置する複数のデジタル
サイネージ（電子看板）に配信し、一斉に表示できます。変更発生
時はデータを修正するだけで全端末（サイネージ）の情報が即座
に更新され、作業効率が格段に向上しました。特に、当日の新規宴
会や漢字の間違い等に対応するのは困難で、限られた時間内で
作成・差し替え作業をするのは負担が多くありました。
　これまでの案内看板用のデータはフロント係が予約情報を
元に作成していましたが、本デジタルサイネージシステムは営
業担当者が入力した予約システムのデータを移行し、活用しま
す。そのため営業担当者の意識も向上し、十分に確認された情
報が入力され、誤字や脱字がなくなって精度が上がりました。
仮に誤字があった場合も、パソコン操作のみで瞬時に全デジタ
ルサイネージの情報更新ができます。

　また、経費の面からみれば、これまでの看板用紙作成のための
高級な用紙やインク代、人件費などが削減できました。看板の用
紙は特殊で再利用できず大量に廃棄していましたが、それもなく
なりエコにも貢献できる体制が整いました。
　さらに、フロント係が看板用紙を作成したり、差し替えのために
持ち場を離れることがなくなり、接客に専念でき、サービス向上に
つながり、長時間化していたフロント係の労働環境の改善にもつ
ながっています。
　デジタルサイネージは看板全体が発光するため視認性が高く、
お客様からも「見やすい」と好評です。この最新設備の導入は、お
客様に「近代的」という印象を与え、「老舗＝古い」というイメージ
を払拭でき、2019年4月の客室リニューアルとあいまって、伝統と
格式がある老舗旅館でありながら快適な宿という新しい城西館
のイメージを打ち出すことができ、客単価のアップにもつながって

います。デジタルサイネージの機器は、配信デー
タを表示するだけでなく、USBに格納した画像
データ、動画データを映し出すこともできるた
め、ウェディングフェア、ビアフェスタなどの催
事、朝食ビュッフェのサインなど、ポスターの画
像を流用し、USBを挿すだけでそのまま表示で
きます。簡便かつ有効なサインは、スムーズな案
内・誘導を実現し、効果を発揮しています。

　製品案内

●1 階 エントランス　
●各会場・受付前
●2 階 エレベーター前

　

　今後の活動予定・販売計画

　予約システムと連携しての一斉表示は、会場の案内が主要な
目的であり、その運用体制は確立されました。今後は、地域の観
光情報や婚礼、宴会をはじめとする自社商品の情報発信に活
用していきます。
　当館は、第二種旅行業登録を行っており、着地型体験観光
「とさ恋ツアー」を開発し、約25種の旅行プログラムがありま
す。大豊町の「銀不老豆」を使った商品開発も行っており、地域
資源を生かした高知の魅力を発信しています。これらを紹介す
るコンテンツを作成し、デジタルサイネージを使って発信するこ
とで、有効活用につなげてまいります。

四国最大規模！ 館内インフォメーションの
デジタルサイネージシステム導入

株式会社 城西館
ものづくり

　事業取り組みの経緯

　創業150余年の歴史を誇る、県内随一の高級旅館「城西館」
は、皇室御用達の老舗旅館であり、宿泊客が多いことはもちろ
ん、県民からの信頼も厚く、結婚式や宴会など日々多数の来館
者があります 。宿泊事業、宴会事業、婚礼事業の3事業を合わ
せると、その数は年間9万人に上ります 。
　その来館者に催事会場等を知らせるための案内看板を、エン
トランスや宴会場、結婚式場等に設置していますが、差し替え
式のため人為的な作業が必要で、かなりの時間と労力を要して
いました 。その作業はフロント係が担当しており、作業量が多
い場合はフロント業務が手薄になることもありました 。
　また、看板の印刷には高品質の特殊な用紙を使っており、イ
ンク代を合わせると、その費用負担は多大なものでした 。
　当社は、平成27年度のものづくり補助金を活用して予約シス
テム「イールドマネジメントシステム」を導入しており、2016年
頃、予約システムと連動するデジタルサイネージの導入を検討
していましたが、当時の機種はLANケーブルの接続工事が必
要であったため、導入を見送っていました 。その後、Wi-Fi環境
と電源があればどこでも設置できるタイプが登場したことか
ら、予約受注データを変換してデジタルサイネージシステムと
共用するためのソフトを開発し、エントランスホールや宴会会
場、結婚式場など一斉に表示・変更対応ができるサイネージの
機材を導入し、人的労力の削減と紙看板廃止による経費削減
を図ることとしました 。

　実施内容

●1. ソフトウェアー式
　①「e-Signage Pro WEBサーバー版」
　　管理用PC（サーバー）とフロントPCに搭載し、CSVデータ
を表示用PCに配信します 。

　②「e-Signageプラス」（宴会案内表示システム）
　　管理用PCと表示用PCに搭載し、CSVデータの自動交信を
行います 。

●2. ハードウェアー式
　① デジタルサイネージ（ディスプレイ＆表示用PC）
　　・エントランス用…1台
　　　（70インチディスプレイ＆アドバンスコントローラー） 
　　・2階エレベーター前…1台
　　　（49インチディスプレイ＆アドバンスコントローラー） 
　　・各会場前・受付前…18台
　　　（32インチディスプレイ＆アドバンスコントローラー） 
　　② 管理用PC＋ディスプレイ

対象類型　革新的サービス

　既存の予約システム内の受注内容を、人手を介さずにWi-Fi（インターネット）を通じ
て館内各所に設置するデジタルサイネージ（電子看板）にデータ配信し、自動表示させ
るシステムの導入により、業務の効率化と付加価値の向上、紙看板の廃止による経費削
減、ECO推進を実現しています 。

事業計画
概要

平成29年度
補正

Close Up
!

ものづくり
補助金

　　　採択
企業の紹介

【代表取締役社長】 藤本 幸太郎氏 【所在地】 高知市上町2 丁目5-34
【ＴＥＬ】 088-875-0111 【 FAX】 088-824-0557
【UR L】  https://www.jyoseikan.co.jp 
【設　立】 1950 年（昭和25年）2 月1日 ※ 創業1874 年（明治7年）
【従業員】 130名  　　【資本金】 2,500万円　　【主たる業種】 宿泊業　
【企業概要】 明治7年創業の老舗高級旅館。
　　　　　 宿泊事業、婚礼事業、宴会事業、物販事業などを展開する。

事業類型　一般型

▲49インチ
　ディスプレイ

▲32インチ
　ディスプレイ

▲70インチ
　ディスプレイ

▲サーバー
　（管理用PC）

●1階 エントランス

●2階
　エレベーター前

●各会場・受付前

22組合等活性化情報誌 Vol.301情報1 組合等活性化情報誌 Vol.301情報



・・・COMPANY  PROFILE・・・

　事業取り組みの成果

　今回導入したデジタルサイネージシステム最大の特徴は、既存
の予約システムとの連携です。入力の手間なく案内看板用のデー
タを作成し、Wi-Fiを通じて館内各所に配置する複数のデジタル
サイネージ（電子看板）に配信し、一斉に表示できます。変更発生
時はデータを修正するだけで全端末（サイネージ）の情報が即座
に更新され、作業効率が格段に向上しました。特に、当日の新規宴
会や漢字の間違い等に対応するのは困難で、限られた時間内で
作成・差し替え作業をするのは負担が多くありました。
　これまでの案内看板用のデータはフロント係が予約情報を
元に作成していましたが、本デジタルサイネージシステムは営
業担当者が入力した予約システムのデータを移行し、活用しま
す。そのため営業担当者の意識も向上し、十分に確認された情
報が入力され、誤字や脱字がなくなって精度が上がりました。
仮に誤字があった場合も、パソコン操作のみで瞬時に全デジタ
ルサイネージの情報更新ができます。

　また、経費の面からみれば、これまでの看板用紙作成のための
高級な用紙やインク代、人件費などが削減できました。看板の用
紙は特殊で再利用できず大量に廃棄していましたが、それもなく
なりエコにも貢献できる体制が整いました。
　さらに、フロント係が看板用紙を作成したり、差し替えのために
持ち場を離れることがなくなり、接客に専念でき、サービス向上に
つながり、長時間化していたフロント係の労働環境の改善にもつ
ながっています。
　デジタルサイネージは看板全体が発光するため視認性が高く、
お客様からも「見やすい」と好評です。この最新設備の導入は、お
客様に「近代的」という印象を与え、「老舗＝古い」というイメージ
を払拭でき、2019年4月の客室リニューアルとあいまって、伝統と
格式がある老舗旅館でありながら快適な宿という新しい城西館
のイメージを打ち出すことができ、客単価のアップにもつながって

います。デジタルサイネージの機器は、配信デー
タを表示するだけでなく、USBに格納した画像
データ、動画データを映し出すこともできるた
め、ウェディングフェア、ビアフェスタなどの催
事、朝食ビュッフェのサインなど、ポスターの画
像を流用し、USBを挿すだけでそのまま表示で
きます。簡便かつ有効なサインは、スムーズな案
内・誘導を実現し、効果を発揮しています。

　製品案内

●1 階 エントランス　
●各会場・受付前
●2 階 エレベーター前

　

　今後の活動予定・販売計画

　予約システムと連携しての一斉表示は、会場の案内が主要な
目的であり、その運用体制は確立されました。今後は、地域の観
光情報や婚礼、宴会をはじめとする自社商品の情報発信に活
用していきます。
　当館は、第二種旅行業登録を行っており、着地型体験観光
「とさ恋ツアー」を開発し、約25種の旅行プログラムがありま
す。大豊町の「銀不老豆」を使った商品開発も行っており、地域
資源を生かした高知の魅力を発信しています。これらを紹介す
るコンテンツを作成し、デジタルサイネージを使って発信するこ
とで、有効活用につなげてまいります。

四国最大規模！ 館内インフォメーションの
デジタルサイネージシステム導入

株式会社 城西館
ものづくり

　事業取り組みの経緯

　創業150余年の歴史を誇る、県内随一の高級旅館「城西館」
は、皇室御用達の老舗旅館であり、宿泊客が多いことはもちろ
ん、県民からの信頼も厚く、結婚式や宴会など日々多数の来館
者があります 。宿泊事業、宴会事業、婚礼事業の3事業を合わ
せると、その数は年間9万人に上ります 。
　その来館者に催事会場等を知らせるための案内看板を、エン
トランスや宴会場、結婚式場等に設置していますが、差し替え
式のため人為的な作業が必要で、かなりの時間と労力を要して
いました 。その作業はフロント係が担当しており、作業量が多
い場合はフロント業務が手薄になることもありました 。
　また、看板の印刷には高品質の特殊な用紙を使っており、イ
ンク代を合わせると、その費用負担は多大なものでした 。
　当社は、平成27年度のものづくり補助金を活用して予約シス
テム「イールドマネジメントシステム」を導入しており、2016年
頃、予約システムと連動するデジタルサイネージの導入を検討
していましたが、当時の機種はLANケーブルの接続工事が必
要であったため、導入を見送っていました 。その後、Wi-Fi環境
と電源があればどこでも設置できるタイプが登場したことか
ら、予約受注データを変換してデジタルサイネージシステムと
共用するためのソフトを開発し、エントランスホールや宴会会
場、結婚式場など一斉に表示・変更対応ができるサイネージの
機材を導入し、人的労力の削減と紙看板廃止による経費削減
を図ることとしました 。

　実施内容

●1. ソフトウェアー式
　①「e-Signage Pro WEBサーバー版」
　　管理用PC（サーバー）とフロントPCに搭載し、CSVデータ
を表示用PCに配信します 。

　②「e-Signageプラス」（宴会案内表示システム）
　　管理用PCと表示用PCに搭載し、CSVデータの自動交信を
行います 。

●2. ハードウェアー式
　① デジタルサイネージ（ディスプレイ＆表示用PC）
　　・エントランス用…1台
　　　（70インチディスプレイ＆アドバンスコントローラー） 
　　・2階エレベーター前…1台
　　　（49インチディスプレイ＆アドバンスコントローラー） 
　　・各会場前・受付前…18台
　　　（32インチディスプレイ＆アドバンスコントローラー） 
　　② 管理用PC＋ディスプレイ

対象類型　革新的サービス

　既存の予約システム内の受注内容を、人手を介さずにWi-Fi（インターネット）を通じ
て館内各所に設置するデジタルサイネージ（電子看板）にデータ配信し、自動表示させ
るシステムの導入により、業務の効率化と付加価値の向上、紙看板の廃止による経費削
減、ECO推進を実現しています 。

事業計画
概要

平成29年度
補正

Close Up
!

ものづくり
補助金

　　　採択
企業の紹介

【代表取締役社長】 藤本 幸太郎氏 【所在地】 高知市上町2 丁目5-34
【ＴＥＬ】 088-875-0111 【 FAX】 088-824-0557
【UR L】  https://www.jyoseikan.co.jp 
【設　立】 1950 年（昭和25年）2 月1日 ※ 創業1874 年（明治7年）
【従業員】 130名  　　【資本金】 2,500万円　　【主たる業種】 宿泊業　
【企業概要】 明治7年創業の老舗高級旅館。
　　　　　 宿泊事業、婚礼事業、宴会事業、物販事業などを展開する。

事業類型　一般型

▲49インチ
　ディスプレイ

▲32インチ
　ディスプレイ

▲70インチ
　ディスプレイ

▲サーバー
　（管理用PC）

●1階 エントランス

●2階
　エレベーター前

●各会場・受付前

22組合等活性化情報誌 Vol.301情報1 組合等活性化情報誌 Vol.301情報



〈久松会長から西森副知事への手交〉

　通常総会終了後にはさまざまな事務手続きを行うことが法律で義務づけられており、
それぞれに法定期間が定められています。手続き漏れがないかご確認ください。

　なお、中央会宛に２部（行政庁用１部、本会控え用１部）ご提出いただければ、本会経由で

所管行政庁へ提出します。
※中小企業等協同組合法 第105条2に基づく

所管行政庁

決算関係書類の提出

役員変更届出

定款変更認可申請

通常総会終了後2週間以内

変更のあった日から2週間以内
※全役員が再任した場合には不要

総会終了後すみやかに

就任した日から2週間以内
※同一人が再選した場合にも必要

変更のあった日から2週間以内
※年度末での出資変更登記については
　年度末から4週間以内

代表理事の変更登記

その他登記事項の
変更登記

法務局

決算関係書類
○財産目録　○貸借対照表　○損益計算書
○剰余金処分案または損失処理案

〒781-5101 高知市布師田3992-2 高知県中小企業会館４階　TEL：088-845-8870
高知県中小企業団体中央会お問い合わせ・提出先

　組合は毎事業年度、通常総会終了の日から２週間以内に、事業報告書及び通常総
会議事録（もしくは謄本）とともに、決算関係書類を所管行政庁に提出することが法
律上※定められています。
　所管行政庁では、組合が事業活動を行っているかどうかを決算関係書類の提出の
有無によって判断しており、連続して提出を怠ると休眠組合と見なされたり、解散整
理や指導の対象となります。必ず提出するようにしてください。

各種事務手続きにご留意ください

決算関係書類の提出もお忘れなく

高知県へ「原油価格高騰に伴う
県内中小企業支援に関する要望書」を手交しました

　当会では、定例の月次景況調査にお

いて会員組合並びに組合員企業の皆

さまから急激な原油高に伴う厳しい経

営状況が各業界で広がっていることを

把握するとともに、個別ヒアリングを実

施した結果、情報連絡員34業種のうち

18業種にも上る分野で、既に影響が著

しい状況であることを確認しました。

　これらの状況を踏まえて、令和８年

４月１５日（水）、当会久松会長から高

知県西森副知事に対して、県内中小企

業の現状と今後の支援策等について、

下記の通り要望書を手交しました。

　久松会長からは、「原材料の供給不

足から商売が続けられないと言った声

がある」ことや「流通の目詰まりがない

ように取り組んで欲しい」また特に「公

経済の割合が全国トップレベルの本

県においては、官公需における原材料

費高騰への対応をお願いしたい」など、

政策実現に向けての現場の声をお届

けしました。

　当会では、今後とも皆様の支援ニー

ズにお応えできるよう、鋭意取り組ん

でまいります。巡回指導の際にぜひと

も現場のお声をお聞かせください。

　なお、今後は原材料調達も含めた

BCP対策の見直しなど、喫緊の課題に

対応し、皆さまのお役にたてる新しい取

り組みも進めていく予定です（詳細が決

まりましたら改めてご案内します）。

通常総会終了後のポイント通常総会終了後のポイント

［中小企業等協同組合法 第105条2に基づく］

［中小企業等協同組合法 第35条の2に基づく］

［中小企業等協同組合法 第51条2項に基づく］

［中小企業等協同組合法 第85条に基づく］

［中小企業等協同組合法 第85条に基づく］
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〈久松会長から西森副知事への手交〉

　通常総会終了後にはさまざまな事務手続きを行うことが法律で義務づけられており、
それぞれに法定期間が定められています。手続き漏れがないかご確認ください。

　なお、中央会宛に２部（行政庁用１部、本会控え用１部）ご提出いただければ、本会経由で

所管行政庁へ提出します。
※中小企業等協同組合法 第105条2に基づく

所管行政庁

決算関係書類の提出

役員変更届出

定款変更認可申請

通常総会終了後2週間以内

変更のあった日から2週間以内
※全役員が再任した場合には不要

総会終了後すみやかに

就任した日から2週間以内
※同一人が再選した場合にも必要

変更のあった日から2週間以内
※年度末での出資変更登記については
　年度末から4週間以内

代表理事の変更登記

その他登記事項の
変更登記

法務局

決算関係書類
○財産目録　○貸借対照表　○損益計算書
○剰余金処分案または損失処理案

〒781-5101 高知市布師田3992-2 高知県中小企業会館４階　TEL：088-845-8870
高知県中小企業団体中央会お問い合わせ・提出先

　組合は毎事業年度、通常総会終了の日から２週間以内に、事業報告書及び通常総
会議事録（もしくは謄本）とともに、決算関係書類を所管行政庁に提出することが法
律上※定められています。
　所管行政庁では、組合が事業活動を行っているかどうかを決算関係書類の提出の
有無によって判断しており、連続して提出を怠ると休眠組合と見なされたり、解散整
理や指導の対象となります。必ず提出するようにしてください。

各種事務手続きにご留意ください

決算関係書類の提出もお忘れなく

高知県へ「原油価格高騰に伴う
県内中小企業支援に関する要望書」を手交しました

　当会では、定例の月次景況調査にお

いて会員組合並びに組合員企業の皆

さまから急激な原油高に伴う厳しい経

営状況が各業界で広がっていることを

把握するとともに、個別ヒアリングを実

施した結果、情報連絡員34業種のうち

18業種にも上る分野で、既に影響が著

しい状況であることを確認しました。

　これらの状況を踏まえて、令和８年

４月１５日（水）、当会久松会長から高

知県西森副知事に対して、県内中小企

業の現状と今後の支援策等について、

下記の通り要望書を手交しました。

　久松会長からは、「原材料の供給不

足から商売が続けられないと言った声

がある」ことや「流通の目詰まりがない

ように取り組んで欲しい」また特に「公

経済の割合が全国トップレベルの本

県においては、官公需における原材料

費高騰への対応をお願いしたい」など、

政策実現に向けての現場の声をお届

けしました。

　当会では、今後とも皆様の支援ニー

ズにお応えできるよう、鋭意取り組ん

でまいります。巡回指導の際にぜひと

も現場のお声をお聞かせください。

　なお、今後は原材料調達も含めた

BCP対策の見直しなど、喫緊の課題に

対応し、皆さまのお役にたてる新しい取

り組みも進めていく予定です（詳細が決

まりましたら改めてご案内します）。

通常総会終了後のポイント通常総会終了後のポイント

［中小企業等協同組合法 第105条2に基づく］

［中小企業等協同組合法 第35条の2に基づく］

［中小企業等協同組合法 第51条2項に基づく］

［中小企業等協同組合法 第85条に基づく］

［中小企業等協同組合法 第85条に基づく］
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組合や組合員の魅力を発信するためのチラシやホームページ作成費用等を助成します！

取引力強化推進事業のご案内取引力強化推進事業のご案内

　組合や組合員の「経営基盤の強化」を目指した「共同事業の活性化」、「受注拡大」等の
「取引力の強化促進」を図るために実施する取り組みに対して助成します。

構成員の２分の１以上が小規模事業者（※）である組合及び企業組合等
（※）常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者に
　　ついては５人）以下の会社及び個人

事業概要

補助対象となる
事業内容

対　　象

補助金額・補助率

※第二次公募も予定しています。
※締切ごとに、審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となります。

公募期間
令和8年6月1日（月）～6月29日（月）

■共同事業活性化
　共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介など
を行う組合ホームページやチラシ等の作成などを行う事業

■受注促進
　共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の作成などを
行う事業

■ブランド構築
　連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向け
た、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージなどの作成を行う事業

■取引条件改善
　団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉など、組合員の取引条件の改善、
構造改革を促進するために行う事業

■その他 
　上記の他に、業界の特徴などを踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強
化を促進するための事業

■目　的
　組合および組合員の信頼性向上と情報発信力の強化

■概　要
　当組合は県内の室内装飾工事業者で構成され、防火・防炎ラベルの共同購入や技能講習、人
材育成等に取り組んでいる。しかし近年、不正使用事例の発生や人材不足、組合加入率の低下な
どにより、業界の専門性や信頼性が十分に伝わっていない課題が顕在化している。こうした状況
を踏まえ、組合の役割や強みを分かりやすく伝える広報手段としてパンフレットを制作した。

■内容・期待される効果
　パンフレットは、組合の取り組みや内装工事の専門性、組合員の信頼性を分かりやすく伝える内
容となっている。組合員が営業時に活用することで取引先への説明ツールとして活用する他、組
合としても外部での講習会やイベント、学校訪問等での組合と業界のPRに活用することができ
る。これにより、対外的な情報発信力の強化や組合の認知向上が期待されるとともに、問い合わ
せの増加や新規取引先の開拓、ひいては業界全体の信頼性向上につながることが見込まれる。

補助金額　上限：50万円  下限：10万円
 補助率　補助対象経費の3分の2以内

昨年度の活用事例 高知県室内装飾事業協同組合 
組合の魅力と信頼性PRのためのパンフレットの制作

＜担当＞ 連携推進部　武田

パンフレッ
ト

　最低賃金の引上げや物価高騰、デジタル化の進展などの事業環境の変化に対応するため、講習会の開催や専
門家派遣を通じて、生産性向上や販路開拓、人材確保など幅広い経営課題への取り組みを支援します。

〔事業環境変化対応型支援事業〕

生産性向上・販路開拓などの経営課題解決を支援します！

制度
対応例

 生産性向上・業務効率化 DX化や生成AIの活用、省エネ対応など、業務の効率化や省力化を図るため
の取り組み

 経営改善・売上アップ Web・SNSの活用や新規顧客開拓、団体協約の活用による価格転嫁など、売
上向上に向けた取り組み

 人材確保・スキルアップ スキル学習、習得による人材育成や多様な働き方への対応による採用力強
化、生産現場での技能継承などに関する取り組み

 財務・資金繰り キャッシュフローの見直しやクラウドファンディング、補助金の活用など、経営
基盤の安定化に向けた取り組み

 リスクマネジメント BCP策定やサイバーセキュリティ対策、原材料価格高騰への対応など、経営リ
スクへの備えを強化する取り組み

 企業付加価値向上 事業承継やブランディング、SDGsへの対応など、企業の付加価値向上に資
する取り組み

 経営革新 新サービスの開発や経営革新計画の策定など、企業成長に関する取り組み

 労働環境改善 就業規則の見直しや最低賃金引上げへの対応など、働きやすい職場環境づく
りに関する取り組み

＜担当＞ 連携推進部　松井　　　　髙瀬

経営課題の解決や制度改正に関する
支援事業のご案内

経営課題の解決や制度改正に関する
支援事業のご案内

〔制度改正等の課題解決環境整備事業〕
　制度改正・新制度施行の周知をはじめ、改正事項への対応を促進する講習会の開催や、専門家派遣による
相談対応を行っています。
　例えば、子ども・子育て支援金の開始に伴う給与計算や会計処理の見直し、障害者雇用率の引上げへの対応、
カスタマーハラスメント対策を見据えた社内マニュアルの整備など、税制や労働基準法の改正に伴った、様々
な実務対応が求められます。
　制度改正・新制度への対応を円滑に進めるため、当事業をぜひご活用ください。

諸制度の改正への対応や新制度の活用を後押しします！ 

＜担当＞ 連携推進部　小澤

利用
無料

利用
無料
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組合や組合員の魅力を発信するためのチラシやホームページ作成費用等を助成します！

取引力強化推進事業のご案内取引力強化推進事業のご案内

　組合や組合員の「経営基盤の強化」を目指した「共同事業の活性化」、「受注拡大」等の
「取引力の強化促進」を図るために実施する取り組みに対して助成します。

構成員の２分の１以上が小規模事業者（※）である組合及び企業組合等
（※）常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者に
　　ついては５人）以下の会社及び個人

事業概要

補助対象となる
事業内容

対　　象

補助金額・補助率

※第二次公募も予定しています。
※締切ごとに、審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となります。

公募期間
令和8年6月1日（月）～6月29日（月）

■共同事業活性化
　共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介など
を行う組合ホームページやチラシ等の作成などを行う事業

■受注促進
　共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の作成などを
行う事業

■ブランド構築
　連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向け
た、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージなどの作成を行う事業

■取引条件改善
　団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉など、組合員の取引条件の改善、
構造改革を促進するために行う事業

■その他 
　上記の他に、業界の特徴などを踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強
化を促進するための事業

■目　的
　組合および組合員の信頼性向上と情報発信力の強化

■概　要
　当組合は県内の室内装飾工事業者で構成され、防火・防炎ラベルの共同購入や技能講習、人
材育成等に取り組んでいる。しかし近年、不正使用事例の発生や人材不足、組合加入率の低下な
どにより、業界の専門性や信頼性が十分に伝わっていない課題が顕在化している。こうした状況
を踏まえ、組合の役割や強みを分かりやすく伝える広報手段としてパンフレットを制作した。

■内容・期待される効果
　パンフレットは、組合の取り組みや内装工事の専門性、組合員の信頼性を分かりやすく伝える内
容となっている。組合員が営業時に活用することで取引先への説明ツールとして活用する他、組
合としても外部での講習会やイベント、学校訪問等での組合と業界のPRに活用することができ
る。これにより、対外的な情報発信力の強化や組合の認知向上が期待されるとともに、問い合わ
せの増加や新規取引先の開拓、ひいては業界全体の信頼性向上につながることが見込まれる。

補助金額　上限：50万円  下限：10万円
 補助率　補助対象経費の3分の2以内

昨年度の活用事例 高知県室内装飾事業協同組合 
組合の魅力と信頼性PRのためのパンフレットの制作

＜担当＞ 連携推進部　武田

パンフレッ
ト

　最低賃金の引上げや物価高騰、デジタル化の進展などの事業環境の変化に対応するため、講習会の開催や専
門家派遣を通じて、生産性向上や販路開拓、人材確保など幅広い経営課題への取り組みを支援します。

〔事業環境変化対応型支援事業〕

生産性向上・販路開拓などの経営課題解決を支援します！

制度
対応例

 生産性向上・業務効率化 DX化や生成AIの活用、省エネ対応など、業務の効率化や省力化を図るため
の取り組み

 経営改善・売上アップ Web・SNSの活用や新規顧客開拓、団体協約の活用による価格転嫁など、売
上向上に向けた取り組み

 人材確保・スキルアップ スキル学習、習得による人材育成や多様な働き方への対応による採用力強
化、生産現場での技能継承などに関する取り組み

 財務・資金繰り キャッシュフローの見直しやクラウドファンディング、補助金の活用など、経営
基盤の安定化に向けた取り組み

 リスクマネジメント BCP策定やサイバーセキュリティ対策、原材料価格高騰への対応など、経営リ
スクへの備えを強化する取り組み

 企業付加価値向上 事業承継やブランディング、SDGsへの対応など、企業の付加価値向上に資
する取り組み

 経営革新 新サービスの開発や経営革新計画の策定など、企業成長に関する取り組み

 労働環境改善 就業規則の見直しや最低賃金引上げへの対応など、働きやすい職場環境づく
りに関する取り組み

＜担当＞ 連携推進部　松井　　　　髙瀬

経営課題の解決や制度改正に関する
支援事業のご案内

経営課題の解決や制度改正に関する
支援事業のご案内

〔制度改正等の課題解決環境整備事業〕
　制度改正・新制度施行の周知をはじめ、改正事項への対応を促進する講習会の開催や、専門家派遣による
相談対応を行っています。
　例えば、子ども・子育て支援金の開始に伴う給与計算や会計処理の見直し、障害者雇用率の引上げへの対応、
カスタマーハラスメント対策を見据えた社内マニュアルの整備など、税制や労働基準法の改正に伴った、様々
な実務対応が求められます。
　制度改正・新制度への対応を円滑に進めるため、当事業をぜひご活用ください。

諸制度の改正への対応や新制度の活用を後押しします！ 

＜担当＞ 連携推進部　小澤

利用
無料

利用
無料
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１　こうち外国人材優良サポート事業者認証制度

２　技能実習生等受入支援事業費補助金

３　外国人材受入環境整備事業費補助金(スキルアップ支援)

４　高度外国人材雇用促進事業費補助金(インターンシップ支援)

外国人材を雇用している・雇用を検討中の事業者の皆さまへ

高知県 商工労働部 商工政策課 外国人材受入推進室
〒780-8570　高知県高知市丸ノ内１丁目２番20号
TEL：088-823-9643　E-mail：151401@ken.pref.kochi.lg.jp

お問い合わせ先

制度の概要

申請期間

認証のメリット

詳しくはこちら

外国人材が｢暮らしやすい｣、｢働きやすい｣、｢学びやすい｣環境づくりを進めるため､積極的な
取り組みを行う事業者を認証する制度

令和8年5月1日（金）～12月31日（木）

■事業者のイメージアップ
　県のホームページへの掲載、外国人材受入環境整備事業費補助金の補助率アップ
■認証マークの付与（企業のPRにご活用ください）
　https://kochi-foreigntalent.pref.kochi.lg.jp/corporation/certification/

補助対象事業者

補助金額(定額補助)

交付申請期限等

詳しくはこちら

■過去に技能実習生や特定技能外国人の受入れ実績がない事業者
■県が人材交流に関する覚書（ＭＯＵ）を締結した地域の送り出し機関から初めて受け入れる事業者
※いずれかに該当する場合に補助対象となります

■技能実習生：15万円/人　■特定技能外国人：9万円/人
■１事業者2人まで申請可能（在留資格ごとに2名までではありません）

■交付申請期限：就労開始の14日前まで
■実績報告期限：就労開始後30日以内、または令和９年2月末日のいずれか早い日

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026020500045/

補助対象経費

補助率等

詳しくはこちら

補助対象事業者

補助対象経費
補助率等

詳しくはこちら

■県内高等教育機関の協定締結大学、県が人材交流に関する覚書（ＭＯＵ）を締結した地域の
　大学からインターンシップを受け入れる企業

■渡航費（航空券代のみ） ：1/2（補助上限額：５万円）
■在留資格申請代行手数料 ：1/2（補助上限額：５万円）
■住居の賃借料 ：1/2（補助上限額：2.5万円/月×３か月）

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026022700290/

https://kochi-foreigntalent.pref.kochi.lg.jp/

これらの情報は、こちらの
ポータルサイトをご覧ください！

★県と高知県中小企業団体中央会では、インターンシップのサポートを行っています。

R8年度  新　

R8年度  新　

■技能を向上させるための訓練（講師を派遣する費用も補助対象）に係る経費
■技能を向上させるための試験を受ける経費
　 新 特定技能２号試験や特定技能外国人が受験する日本語試験も補助対象
■日本語習得のための講習受講経費　など

■補助率：1/3　■補助限度額：3万円/人、100万円/事業者
■交付申請期限：補助事業に着手する14日前まで

https://kochi-foreigntalent.pref.kochi.lg.jp/corporation/subsidy/skill/

高 知 県 か ら の お 知 ら せ
インドネシア人材視察インドネシア人材視察

視 察 報 告★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★

　今回の視察では、現地の学生たちが持つ高い志と日本で働きたいという熱意を肌で感じ、インドネシアの優秀な人材
が新たな戦力となると感じることができました。本会では今年度も高知県と協力し、海外との交流を軸に、外国人材の受
入れ推進に向けた支援をより一層進めてまいります。

　本会では、県内中小企業の人手不足解消に向けた外国人材活用の支援に取り組んでおり、その一環として２月8日から5日
間、高知県主催のインドネシア共和国視察に参加しました。
　現地の日本語学校、大学の視察及び学生との交流を通じて、本県への優秀な人材受入れの可能性について調査を行いました。

　本会では、県内中小企業の人手不足解消に向けた外国人材活用の支援に取り組んでおり、その一環として２月8日から5日
間、高知県主催のインドネシア共和国視察に参加しました。
　現地の日本語学校、大学の視察及び学生との交流を通じて、本県への優秀な人材受入れの可能性について調査を行いました。

　視察初日は、政府公認の送出機関・職業訓練校である「PJTKI Prima Duta Sejati」を訪問しました。当校では、会話重視の日
本語教育に加え、軍人教官による規律訓練や５Ｓ等の生活マナー指導が徹底されていました。現場には溶接や自動車整備等の本
格的な実習設備が完備されており、技術・精神面ともに日本での即戦力化を重視した教育体制が整っていました。規律正しく粘り
強いインドネシア人の方々は、
日本の労働環境とも非常に親
和性が高く、現場を問わず即
戦力として、大きな活躍が期待
できる人材が数多く在籍してい
ました。

送出機関・職業訓練校「PJTKI Prima Duta Sejati」 

　視察2日目は、高知大学と学術交流協定を締結している「国立ブラビジャヤ大学」
を訪問し、日本語学科の学生約30名と交流を行いました。各社による企業紹介や
インターンシップ生による高知県での体験報告が行われました。特筆すべきは学生
たちの日本語能力の高さで、通訳を介さずとも円滑なコミュニケーションが可能
で、業務内容や生活環境について真剣な面持ちで質問を重ねる姿は、日本での就
業に対する熱意が伝わってきました。

国立ブラビジャヤ大学 日本語学科

　視察最終日は、日系の日本語学校及びドライビングスクールを訪
問しました。日本語学校である「FUJI BIJAK PRESTASI」では、成績
管理と入国後のアフターフォロー体制が確立されていました。
　ドライビングスクールの「ORD Training」では日本での就労を目
指すドライバー養成訓練の視察を行いました。トラックやバスの実
車を用いた日本式の訓練に取り組まれており、物流・運輸業界にお
ける人手不足解消への大きな可能性を感じました。

日本語学校「FUJI BIJAK PRESTASI」・
ドライビングスクール「ORD Training」 
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高 知 県 か ら の お 知 ら せ
国の重点支援地方交付金活用事業
事業者向け補助支援制度のご紹介

持続的な賃上げを可能にする高付加価値型経営への転換に挑戦する
県内事業者の取り組みを“総合的”に支援します！

県内中堅企業・中小企業・
個人事業主等の皆様※

※県内に本社又は主たる事業所を置き、
　賃金を支払っている従業員がいる事業者

お問い合わせ先
（相談窓口）

高知県所得向上推進企業等総合支援事業費補助金事務局　
TEL：0120-613-635　［受付時間］9:00～17:00（土日祝除く）

◉賃上げ・付加価値向上の
　事業計画（3年）を策定すること
「従業員１人あたりの給与支給総額」及び
「付加価値額」の年平均成長率を２％以上
増加（事業実施後１年目の成長率は２％
以上）

「給与支給総額」並びに「従業員1人あたり
給与支給総額」及び「付加価値額」の
年平均成長率５％以上増加（事業実施後
１年目の成長率は５％以上）

◉「こうち男性育休推進企業」に
　登録すること
◉後年度に事業効果報告を行い、
　取組事例の調査・公表に同意
　すること
◉【100億企業枠】を利用する
　場合は、「高知県100億企業
　登録」を行うこと

①高付加価値化
新商品開発やサービスの
差別化などにより顧客単価向上
◉事業戦略の策定に係る
　コンサルティング経費
◉自社製品開発に係る
　市場調査の外注費  など

②生産能力の向上　
生産設備等への投資により
収量拡大
◉生産設備（建物、機械
　装置など）の購入費
◉増員に伴う人材紹介
　手数料  など

③販路拡大　
新市場開拓やリピーター
獲得等により売上拡大
◉新市場開拓に係る
　市場調査の外注費
◉市場開拓のための広告費  など

④経営組織の変革　
経営形態の見直し等を
通じて生産性向上
◉社長の右腕となる経営人材
　獲得のための人材紹介手数料
◉M＆Aに係る仲介費用、デューデリ
　ジェンスなどのコンサル費用  など

⑤人材育成　
従業員等の能力開発を通じて
生産性向上
◉従業員の外部研修の受講料
◉従業員の大学等でのリカレント
　教育に係る授業料・入校料  など

⑥働き方改革　
人材定着やモチベーション
アップ等を通じて生産性向上
◉テレワーク、フリーアドレスなど
　新しい働き方の導入に係る機器導入
◉人事労務制度の改革に係る
　コンサルティング費用  など

以下のうち①～⑥から１事業を
実施（上限500万円）。２事業
以上の場合は上限1,000万円に引き上げ。
以下のうち①～③から１事業以上、
④～⑥から１事業以上を実施し、かつ先進性・
地域波及効果が認められる事業

◉新製品・新技術・新サービスの研究開発
　 （市場調査費や原材料費など）

◉M＆Aによる事業多角化や販路拡大
 　 （調査費用、コンサル費用など）

◉海外販路拡大（商談用出張費、海外広告費など）

補助率2/3以内
補助上限
1,000万円

所得向上推進企業等総合支援事業費補助金 募集開始（一次公募）
令和８年４月20日（月）～５月20日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　17時必着

事業者の皆
さまの

持続的な賃
上げを

後押ししま
す！

「高付加価
値型

経営への転
換」や「働き

方

改革」を進
める事業者

を

幅広く支援
します！

対象事業 補助要件対象となる事業者

「高知県100億企業登録」を
すると補助上限引き上げ

補助率2/3以内
補助上限
5,000万円

最大1,500万円 最大7,500万円

横展開枠

こうち男性育休推進企業への登録要件

先進枠

補助額

補助
限度額

主な指定
補助金

幅広い業種で
活用可能！

幅広い経費を
総合的に
支援！

こうち
男性育休
推進企業
登録HP

高知県
100億
企業登録
制度HP

横
展
開
枠

先
進
枠

横
展
開
枠

先
進
枠

100億企業推奨メニュー
100億企業枠で申請する場合は以下のいずれかの実施が必要

高知県　所得向上　補助金 検 索

従業員１人あたり10万円　最大1,000万円（100人分）を補助！

県が指定する国や県等の
補助事業（指定補助金）を
令和８年度に活用して、
持続的な賃上げを目指す
県内中堅企業、中小企業、
個人事業主等の皆様※

※県内に本社又は主たる事業所を置き、
　賃金を支払っている従業員がいる事業者

次のいずれかを満たすこと（指定補助金に
おいて賃上げ実績が交付要件である場合を除く）

（a)直近事業年度の決算において対前年度
　   比で2%以上の賃上げが行われていること
(b)R7.12.1からR8.12.1までの間の賃上げ
　   実施月において対前年同月比で
　   2%以上の賃上げを実施すること

対象従業員※１人あたり10万円  ※雇用保険の被保険者
（県内事業者で雇用されている従業員に限る）

１社あたり1,000万円（指定補助金に係る自己負担額を上限）
ただし、指定補助金に係る自己負担額が100万円
未満の場合は、10万円×対象従業員数（上限100万円）
高知県所得向上推進企業等総合支援事業費補助金(県)、
業務改善助成金(国)、
デジタル化・AI導入補助金(国)  等

お問い合わせ先
（相談窓口）

高知県雇用労働政策課　
TEL：088-823-9763　［受付時間］8:30～17:15（平日のみ）

賃金向上環境整備事業費補助金 募集開始（予定）  令和８年６月１日（月）
(予算額に達し次第終了)

補助内容 補助要件対象となる事業者

高知県　賃金向上　補助金 検 索

最大300万円の奨励金を支給！

常時雇用する従業員数が300人以下の法人
又は個人事業主※1

男性の育児休業について、
次の３項目を公表可能な企業等
① 直近３か年の事業年度における配偶者が出産した従業員数
② ①のうち育休を取得した従業員数
③ 平均育休取得日数
　 （男性育休の対象者や取得者がいない企業等も登録可能）

（1）男性育休チャレンジコース
＜奨励金額30万円＞先着500社
①こうち男性育休推進企業への登録・更新
②実践交流会※２へ参加していること（令和８年５月以降に開催）
③生産性向上と働き方改革につながる取組※３の実践

（2）男性育休取得促進コース ＜奨励金額＞100万円
加算となる取組により最大300万円
①こうち男性育休推進企業への登録・更新
②令和８年２月１日以降にのべ29日以上の男性育休取得者がいること
③生産性向上と働き方改革につながる取組※３の実践

お問い合わせ先
（相談窓口）

こうち男性育休推進企業奨励金事務局　
TEL：0120-199-128　［受付時間］9:00～17:00（平日のみ）

こうち男性育休推進企業奨励金 募集期間  (予算額に達し次第終了)
令和８年４月20日（月）～令和９年２月19日（金）

支給要件・支援内容 （1）と（2）は併用不可対象となる事業者

高知県　男性育休　奨励金 検 索

※補助対象経費（奨励金の場合は活用予定事業）が重複する場合、補助金と奨励金を重ねて受給することはできません。

詳しくは、ホームページでご確認ください。

※１：高知県内に本社又は事業所を有する事
業者

※２：男性育休を推進し、生産性向上と働き
方改革につながる職場づくりに取り組
む企業等が集まり、成功事例だけでな
く、悩みや試行錯誤も共有する実践型
の異業種交流の場です。県が令和８年
度から新たに実施するもので、参加費
用は無料です。県内で13回の開催を予
定（開催日程は順次、HPに掲載）。

※３：①業務標準化、②チームでの業務引継
ぎ体制整備、③業務プロセスの見直し、
④代替要員の確保、⑤応援手当等の取
組
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高 知 県 か ら の お 知 ら せ
国の重点支援地方交付金活用事業
事業者向け補助支援制度のご紹介

持続的な賃上げを可能にする高付加価値型経営への転換に挑戦する
県内事業者の取り組みを“総合的”に支援します！

県内中堅企業・中小企業・
個人事業主等の皆様※

※県内に本社又は主たる事業所を置き、
　賃金を支払っている従業員がいる事業者

お問い合わせ先
（相談窓口）

高知県所得向上推進企業等総合支援事業費補助金事務局　
TEL：0120-613-635　［受付時間］9:00～17:00（土日祝除く）

◉賃上げ・付加価値向上の
　事業計画（3年）を策定すること
「従業員１人あたりの給与支給総額」及び
「付加価値額」の年平均成長率を２％以上
増加（事業実施後１年目の成長率は２％
以上）

「給与支給総額」並びに「従業員1人あたり
給与支給総額」及び「付加価値額」の
年平均成長率５％以上増加（事業実施後
１年目の成長率は５％以上）

◉「こうち男性育休推進企業」に
　登録すること
◉後年度に事業効果報告を行い、
　取組事例の調査・公表に同意
　すること
◉【100億企業枠】を利用する
　場合は、「高知県100億企業
　登録」を行うこと

①高付加価値化
新商品開発やサービスの
差別化などにより顧客単価向上
◉事業戦略の策定に係る
　コンサルティング経費
◉自社製品開発に係る
　市場調査の外注費  など

②生産能力の向上　
生産設備等への投資により
収量拡大
◉生産設備（建物、機械
　装置など）の購入費
◉増員に伴う人材紹介
　手数料  など

③販路拡大　
新市場開拓やリピーター
獲得等により売上拡大
◉新市場開拓に係る
　市場調査の外注費
◉市場開拓のための広告費  など

④経営組織の変革　
経営形態の見直し等を
通じて生産性向上
◉社長の右腕となる経営人材
　獲得のための人材紹介手数料
◉M＆Aに係る仲介費用、デューデリ
　ジェンスなどのコンサル費用  など

⑤人材育成　
従業員等の能力開発を通じて
生産性向上
◉従業員の外部研修の受講料
◉従業員の大学等でのリカレント
　教育に係る授業料・入校料  など

⑥働き方改革　
人材定着やモチベーション
アップ等を通じて生産性向上
◉テレワーク、フリーアドレスなど
　新しい働き方の導入に係る機器導入
◉人事労務制度の改革に係る
　コンサルティング費用  など

以下のうち①～⑥から１事業を
実施（上限500万円）。２事業
以上の場合は上限1,000万円に引き上げ。
以下のうち①～③から１事業以上、
④～⑥から１事業以上を実施し、かつ先進性・
地域波及効果が認められる事業

◉新製品・新技術・新サービスの研究開発
　 （市場調査費や原材料費など）

◉M＆Aによる事業多角化や販路拡大
 　 （調査費用、コンサル費用など）

◉海外販路拡大（商談用出張費、海外広告費など）

補助率2/3以内
補助上限
1,000万円

所得向上推進企業等総合支援事業費補助金 募集開始（一次公募）
令和８年４月20日（月）～５月20日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　17時必着

事業者の皆
さまの

持続的な賃
上げを

後押ししま
す！

「高付加価
値型

経営への転
換」や「働き

方

改革」を進
める事業者

を

幅広く支援
します！

対象事業 補助要件対象となる事業者

「高知県100億企業登録」を
すると補助上限引き上げ

補助率2/3以内
補助上限
5,000万円

最大1,500万円 最大7,500万円

横展開枠

こうち男性育休推進企業への登録要件

先進枠

補助額

補助
限度額

主な指定
補助金

幅広い業種で
活用可能！

幅広い経費を
総合的に
支援！

こうち
男性育休
推進企業
登録HP

高知県
100億
企業登録
制度HP

横
展
開
枠

先
進
枠

横
展
開
枠

先
進
枠

100億企業推奨メニュー
100億企業枠で申請する場合は以下のいずれかの実施が必要

高知県　所得向上　補助金 検 索

従業員１人あたり10万円　最大1,000万円（100人分）を補助！

県が指定する国や県等の
補助事業（指定補助金）を
令和８年度に活用して、
持続的な賃上げを目指す
県内中堅企業、中小企業、
個人事業主等の皆様※

※県内に本社又は主たる事業所を置き、
　賃金を支払っている従業員がいる事業者

次のいずれかを満たすこと（指定補助金に
おいて賃上げ実績が交付要件である場合を除く）

（a)直近事業年度の決算において対前年度
　   比で2%以上の賃上げが行われていること
(b)R7.12.1からR8.12.1までの間の賃上げ
　   実施月において対前年同月比で
　   2%以上の賃上げを実施すること

対象従業員※１人あたり10万円  ※雇用保険の被保険者
（県内事業者で雇用されている従業員に限る）

１社あたり1,000万円（指定補助金に係る自己負担額を上限）
ただし、指定補助金に係る自己負担額が100万円
未満の場合は、10万円×対象従業員数（上限100万円）
高知県所得向上推進企業等総合支援事業費補助金(県)、
業務改善助成金(国)、
デジタル化・AI導入補助金(国)  等

お問い合わせ先
（相談窓口）

高知県雇用労働政策課　
TEL：088-823-9763　［受付時間］8:30～17:15（平日のみ）

賃金向上環境整備事業費補助金 募集開始（予定）  令和８年６月１日（月）
(予算額に達し次第終了)

補助内容 補助要件対象となる事業者

高知県　賃金向上　補助金 検 索

最大300万円の奨励金を支給！

常時雇用する従業員数が300人以下の法人
又は個人事業主※1

男性の育児休業について、
次の３項目を公表可能な企業等
① 直近３か年の事業年度における配偶者が出産した従業員数
② ①のうち育休を取得した従業員数
③ 平均育休取得日数
　 （男性育休の対象者や取得者がいない企業等も登録可能）

（1）男性育休チャレンジコース
＜奨励金額30万円＞先着500社
①こうち男性育休推進企業への登録・更新
②実践交流会※２へ参加していること（令和８年５月以降に開催）
③生産性向上と働き方改革につながる取組※３の実践

（2）男性育休取得促進コース ＜奨励金額＞100万円
加算となる取組により最大300万円
①こうち男性育休推進企業への登録・更新
②令和８年２月１日以降にのべ29日以上の男性育休取得者がいること
③生産性向上と働き方改革につながる取組※３の実践

お問い合わせ先
（相談窓口）

こうち男性育休推進企業奨励金事務局　
TEL：0120-199-128　［受付時間］9:00～17:00（平日のみ）

こうち男性育休推進企業奨励金 募集期間  (予算額に達し次第終了)
令和８年４月20日（月）～令和９年２月19日（金）

支給要件・支援内容 （1）と（2）は併用不可対象となる事業者

高知県　男性育休　奨励金 検 索

※補助対象経費（奨励金の場合は活用予定事業）が重複する場合、補助金と奨励金を重ねて受給することはできません。

詳しくは、ホームページでご確認ください。

※１：高知県内に本社又は事業所を有する事
業者

※２：男性育休を推進し、生産性向上と働き
方改革につながる職場づくりに取り組
む企業等が集まり、成功事例だけでな
く、悩みや試行錯誤も共有する実践型
の異業種交流の場です。県が令和８年
度から新たに実施するもので、参加費
用は無料です。県内で13回の開催を予
定（開催日程は順次、HPに掲載）。

※３：①業務標準化、②チームでの業務引継
ぎ体制整備、③業務プロセスの見直し、
④代替要員の確保、⑤応援手当等の取
組

9 10組合等活性化情報誌 Vol.301情報 組合等活性化情報誌 Vol.301情報



〒７８０-０９０１  高知市上町３丁目１３番１４号
TEL０８８-８３２-３２６１          FAX０８８-８２２-７０６９
URL http://www.kochi-cgc.or.jp/

お金のこと、経営のことのほかにも、デジタル化の
推進や事業承継など、さまざまな経営課題に対して
その道のプロフェッショナルが解決策を提案します。
信用保証協会では、経営の「今」を全力でサポート
します。

第 57回広告美術コンクール
　　　　表彰式を開催しました！

KUMIAI
information

高
知
県
屋
外
広
告
美
術
協
同
組
合

　高知県酒造組合（高木
直之理事長）では、去る4
月17日（金）にザ クラウ
ンパレス高知にて、毎春
恒例の「土佐新酒の会」
を開催しました。
　「土佐新酒の会」は、毎
年4月の第3金曜日に開
催されている高知県内
の全酒蔵(19蔵)の新酒
を楽しめるイベントで、
当日は高知県内の各蔵
元が新酒を持ち寄り、参加者は各銘柄の味わいを楽しんでいました。会場内では、カツオのタタ
キや鮎の塩焼き、ちくきゅうなどの高知名物が「土佐のうまいものブース」に並んだほか、「利き
酒競技」や「豪華お楽しみ抽選会」も開催し、約540人の参加者は土佐の新酒を心ゆくまで堪能
していました。

第 23回土佐新酒の会を盛大に開催しました！

KUMIAI
information

高
知
県
酒
造
組
合

組合活動のPR、イベント、新商品のご紹介
などの告知コーナーです。 
中央会までどしどし情報をお寄せください！
E-mail : info@kbiz.or.jp

掲載
無料組合いんふぉめーしょん

KUMIAI informationi土佐町やまとしごと協同組合
設     立 ：令和7年7月23日
所 在 地 ：高知県土佐郡土佐町田井1495-1
出 資 金 ：120,000円
組合員数 ：12名
主な実施事業：特定地域づくり事業としての労働者派遣事業

　土佐町では、少子高齢化による人口減少が進んでいる影響
から、あらゆる産業で従業員や担い手の確保が大きな課題と
なっています。人手不足により事業規模を縮小せざるを得なく
なり、それが経営悪化を招き、さらに従業員確保が難しくなる
というスパイラルに陥っています。若い世代からは「土佐町に
仕事があれば戻りたい」という声があるものの、現実にはそれ
を実現することが難しい状況にあります。
　そこで、地域課題の解決に向けてマルチワーカーを雇用し、
労働者派遣事業を行う特定地域づくり事業協同組合を設立し
ました。組合活動を通じて、町内の各産業分野の担い手確保
に取り組んでいくことで、移住及び定住促進にも貢献しなが
ら、将来的には過疎化対策と地域産業の活性化に繋げていく
ことを目指していきます。

谷脇 智宏　代表理事

　高知県屋外広告美術協同組合（岡﨑勲理事長）では、去る3月7日（土）、四国広告美術組合連合
会主催の広告美術コンクールの表彰式を開催しました。
　本コンクールは、組合員の広告製作技術の向上および研鑽等を目的に、四国4県持ち回りで毎
年開催されており、令和7年度は高知県が開催地となりました。
　今回の作品テーマは「高知のお気に入り」で、４県から33点の応募がありました。審査の結果、
高知県知事賞をはじめ、高知県中央会会長賞など計13作品が受賞しました。
　受賞作品は、表彰式終了後、高知市役所において約1週間展示され、多くの来場者の目を楽し
ませました。
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〒７８０-０９０１  高知市上町３丁目１３番１４号
TEL０８８-８３２-３２６１          FAX０８８-８２２-７０６９
URL http://www.kochi-cgc.or.jp/

お金のこと、経営のことのほかにも、デジタル化の
推進や事業承継など、さまざまな経営課題に対して
その道のプロフェッショナルが解決策を提案します。
信用保証協会では、経営の「今」を全力でサポート
します。

第 57回広告美術コンクール
　　　　表彰式を開催しました！

KUMIAI
information

高
知
県
屋
外
広
告
美
術
協
同
組
合

　高知県酒造組合（高木
直之理事長）では、去る4
月17日（金）にザ クラウ
ンパレス高知にて、毎春
恒例の「土佐新酒の会」
を開催しました。
　「土佐新酒の会」は、毎
年4月の第3金曜日に開
催されている高知県内
の全酒蔵(19蔵)の新酒
を楽しめるイベントで、
当日は高知県内の各蔵
元が新酒を持ち寄り、参加者は各銘柄の味わいを楽しんでいました。会場内では、カツオのタタ
キや鮎の塩焼き、ちくきゅうなどの高知名物が「土佐のうまいものブース」に並んだほか、「利き
酒競技」や「豪華お楽しみ抽選会」も開催し、約540人の参加者は土佐の新酒を心ゆくまで堪能
していました。

第 23回土佐新酒の会を盛大に開催しました！

KUMIAI
information

高
知
県
酒
造
組
合

組合活動のPR、イベント、新商品のご紹介
などの告知コーナーです。 
中央会までどしどし情報をお寄せください！
E-mail : info@kbiz.or.jp

掲載
無料組合いんふぉめーしょん

KUMIAI informationi土佐町やまとしごと協同組合
設     立 ：令和7年7月23日
所 在 地 ：高知県土佐郡土佐町田井1495-1
出 資 金 ：120,000円
組合員数 ：12名
主な実施事業：特定地域づくり事業としての労働者派遣事業

　土佐町では、少子高齢化による人口減少が進んでいる影響
から、あらゆる産業で従業員や担い手の確保が大きな課題と
なっています。人手不足により事業規模を縮小せざるを得なく
なり、それが経営悪化を招き、さらに従業員確保が難しくなる
というスパイラルに陥っています。若い世代からは「土佐町に
仕事があれば戻りたい」という声があるものの、現実にはそれ
を実現することが難しい状況にあります。
　そこで、地域課題の解決に向けてマルチワーカーを雇用し、
労働者派遣事業を行う特定地域づくり事業協同組合を設立し
ました。組合活動を通じて、町内の各産業分野の担い手確保
に取り組んでいくことで、移住及び定住促進にも貢献しなが
ら、将来的には過疎化対策と地域産業の活性化に繋げていく
ことを目指していきます。

谷脇 智宏　代表理事

　高知県屋外広告美術協同組合（岡﨑勲理事長）では、去る3月7日（土）、四国広告美術組合連合
会主催の広告美術コンクールの表彰式を開催しました。
　本コンクールは、組合員の広告製作技術の向上および研鑽等を目的に、四国4県持ち回りで毎
年開催されており、令和7年度は高知県が開催地となりました。
　今回の作品テーマは「高知のお気に入り」で、４県から33点の応募がありました。審査の結果、
高知県知事賞をはじめ、高知県中央会会長賞など計13作品が受賞しました。
　受賞作品は、表彰式終了後、高知市役所において約1週間展示され、多くの来場者の目を楽し
ませました。
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情報連 報告DI（景気動向指数） 絡員
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  3月 4 5 6 7 8 9  10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 1 2 3R6年 R7年 R8年

売　上　高
収益の状況
業界の景況

▲20.6 
▲35.3 
▲41.2 

情報連絡員報告を
中心とした 県内各業界の動向

　　　　　　　　　　　　　　　　　な　し

3月は、まだ原油価格の上昇等による大きな影響は受けておらず、売上をはじめ景況全体では横ばいといったところ。しかしながら、
人件費に加え、原材料費などコストの高騰が確定的となっており、その対応に追われている。今後は、厳しい経営環境が予想される。

原材料の高騰を販売価格への転嫁が出来つつあると思われるなか、本年2月１日より製品の値上げがあり、（商品によるが
0.05%～0.25%）、またまた厳しい状況である。この様な状況のなか、付属品（ロープ類、ハトメ、ミシン糸）の値上げ、また中東情
勢により原油・ナフサ価格の上昇および石油化学製品の供給環境の悪化の影響で、全製品の大幅な価格改定があると思われる。

３月の原木出荷量は、天候等にも恵まれ順調に入荷している。丸太価格については、一部の樹種（ヒノキ）において柱適材
（３m）が値下がりしてきている状況ではあるが、全体的にほぼ横ばい状況。4月に入り、原木出荷量は新たな事業等も始
まってくるため、好天が続けば大きな影響はない。丸太価格については、一部（ヒノキ）で値下がりが続いてきており、製品
の動きも相変わらず鈍いため、しばらくは先行きが見通せない状況。

紙製品全体としては、販売金額及び生産量は前年同月比で上回った。しかし、品目別では、雑種紙が販売金額及び生産量ともに
前年同月比で上回ったのに対し、衛生用紙は販売金額、販売量及び生産量ともに下回った。なお、米イラン緊張激化に伴う原油
価格高騰は、紙製品の原材料・燃料費の更なる上昇と為替の乱高下を招き、企業活動に深刻な影響を及ぼす懸念がある。

今月は前年度より売上は少し上向きになっているが、今、世界情勢が不安定になっていることで、今後物価の変動や原材
料費の大幅なアップなど、厳しい状況に陥るのではないかと心配材料が増える。

3月度の組合員の単月出荷量は、対前年比87.0%、4月からの累計出荷量も対前年比81.9%で前月に引き続き低調であっ
た。なお、令和7年度の組合員全体の総出荷量は、48万㎥を見込んでいたが 45.6万㎥で見込みより少ない結果であった。

対前年同月比185.4％。県を中心に補正予算の発注がされており、今後も順調に推移すると考えている。

今月も売上は伸び、7年度は6年度を上回ることができた。土佐刃物の主力である農業、山林刃物は需要が下がっているも
のの、インバウンドの影響で包丁が好調であったのが原因と思われる。

団地内の業況は売上、収益ともに横ばいの状況が続いている。中東情勢の悪化により原油由来の製品や資材の価格高騰
や出荷制限が生じており、コスト増など今後の製造への影響が懸念される。

取適法の施行、手形廃止などにより、小規模下請け事業者にとっては良い面がある一方、発注業者にとっては支払い条件が負担になって
きている。なお、すぐに資金繰りが悪化するほどの影響ではない。中東情勢が長引き、石油由来製品の副資材・部品等は品薄感がある。

３月度の取引額は、前年同月比で126％と前年を上回る結果となった。

3月末で組合員が後継者がいないとの理由で1店舗減少した。カツオは初ガツオが例年より早く入荷してこれからに期待し
ている。少しサイズが小さめではある。

相場は慢性的な高騰が続いているが、先月に続き高年式車両の販売台数が続いている。また、低年式車両や過走行車両の
販売台数が伸びており、幅広い値段帯が売れている。

食料品製造業（団地）

帆布製品製造業

木製品素材生産業

機械すき和紙製造業

手すき和紙製造業

生コンクリート製造業

コンクリート製品

刃物・金物類製造業

金属製品製造業
（団地）

船舶製造・修理業

装飾品・
同関連品製造業

生鮮魚介卸売業

中古自動車小売業

３月の駐車場利用台数は、前年同月比98.9％（357台減）、料金収入は前年同月比97.2％（297万円減）となった。また、人
流カメラによる集計では、３月の来街者数は前年同月比1.7％減となった。一方で、「土佐のおきゃく」や「よさこい春の舞」
の開催日には人出が増加した。さらに、外国客船の寄港日も18隻あり、昼間の回遊を後押しした。

各業種とも物価の更なる上昇に悩まされている。歓送迎会等も選挙と重なったためか控えめなようだ。「おかみさんまつ
り」のイベントが商店街を盛り上げている。

ツアー、団体の集客が良く、春休み個人客も多かった。宿泊・宴会共に昨年並にて推移。

組合クーポン前年同月対比71％　全旅クーポン合算後90％。春の旅行シーズンの売上に期待している。

今月の売上は前年および過去平均を下回る結果となり、全体としては前年水準を下回る推移となった。年度末に向けた需
要の高まりも一部で見られたものの、大型案件の動きは限定的であり、案件の小口化・分散化の影響も見受けられる。一方
でIT業界では、セキュリティ対策強化の流れを背景に、サーバのリプレイスやシステム基盤の見直しといった需要が継続
している。特に、老朽化環境からの移行や脆弱性対応を目的とした更新案件は、今後も一定の需要が見込まれる。当組合に
おいても、こうした市場動向を踏まえ、システム更新や運用改善を含めた提案活動の強化に取り組んでいる。引き続き、組
合員間での情報共有と連携を図りながら、着実な案件創出につなげていきたい。

組合員の施工する電力引込線工事量は、前年同月比222.2％となった。高知中央地区の187％はじめ、前月同様に東部地区で大幅に増加した。

実働1日1車当りの前年同月対比運送収入：98.5％、回数：97.1％、実働率：50.1％。運賃、料金の改正が全国各地で認可と
なり、高知も前回改正から2年経つので改正の動きがあり、1社が申請した。これにより、他の事業者からも申請され、年内に
は認可されるのではと予測している。最低賃金の大幅な見直しや諸物価の値上がりに事業者は苦慮している（燃料、車等）

販売量は昨年同月比を下回る状況が続いていたが、今月はやや持ち直した感がある。一方で原料米の価格は落ち着くとの
見方もあるが、不透明感が残り楽観はできない。その中で輸出は引き続き堅調に推移している。

原油を中心とするエネルギー価格の急騰により、コスト上昇が更に加速する懸念がある。

中東情勢の悪化により、原油から得られるシンナーの材料（ナフサ）不足により、ボンド・シンナー系の品不足・価格急騰が
懸念される。

先月に引き続き売上減、操業度低下となった。特に県内需要及び官公需が低迷。県外需要は業種によっては好調な部分もあるが全般には微減。
イラン問題で原材料が価格高騰、製品によっては生産調整また全般的に出荷調整等も見られる。溶剤系は価格高騰もひどく調達も厳しい模様。

経費が増え続ける一方で、売上が伸びにくい状況になってきた。さらに燃料高が追い打ちとなり、今後益々厳しい状況が予
想される。仕入商品の値上げが続くが、販売価格に十分に転嫁できず、利益減が続く。

3月の取扱高は組合員全体で前年対比93.5％となった。前月にくらべ今月の取扱高に上昇の兆しは見られたが、各社に
よってバラつきが見られた。今年1月から3月までの累計は93.1％となった。

現状、石油商品の影響はまだ出ていないがこれから確実にあるであろうとどの組合員も身構えている様子。時期的なこと
もあり、やや離職者が多い。

3月全商品平均で前年比94％。省エネタイプエアコン前年比102.3％、4K8Kテレビ前年比87％、ドラム式洗濯乾燥機前年
比全体で96％、リフォーム全額で前年比96％であった。

3月12日（木）は中東情勢により今までにないガソリン価格の値上げとなり、全国でも190円越えの価格が大半となったが、
政府からの補助金により大きく値下がりとなり市況は混乱した。4月に入っても解決せず、ホルムズ海峡は閉鎖のままとなっ
ており、値段の問題よりも物が不足となり、すでにA重油は品薄状態となっている。政府の備蓄放出によりどれだけ状態が変
わるかわからない。ガソリンなどは今のところ問題ないが、今後どうなるかわからないため、早めの満タンを心掛けましょう。

2月28日（土）～3月3日（火）の期間、「土佐の町家ひなまつり」が開催された。3月2日（月）には、おひさま保育所の園児20名が商店街
を新聞ドレスでパレードし各商店でお菓子を受け取った。また介護施設では園児がひなまつりの歌を披露し、お年寄りに喜ばれた。

集客は前年同月を下回る。販売価格は上昇しているので売上高は前年同月と同程度だが、物価高に価格転嫁が追い付い
ておらず、収益は悪化している。前年同月に比べ、インバウンド（大型客船）が激減しているため高知市中心街の集客が落ち
ている。前年同月に比べさらに物価は高騰。光熱費・仕入れ価格・人件費、ありとあらゆるものが上昇しているが、顧客離れ
による集客の低下の懸念から業界の価格転嫁は十分ではない。

中東地域での軍事衝突により原油価格が急騰、エネルギー価格が高騰している。ガソリン価格は緩和されているが、ハンガーなど石
油関連資材価格も4月より上昇とのこと。消費者の節約志向は現在強く働いており、需要減少が顕著に表れている。中東情勢の終結
が見通せない中、ホームクリーニングでは4,5月が最繁忙期であり、消費者の衣替えの出し控えが起きないかと心配する声がある。

どの発注機関も工事数は上昇傾向にあるが、資材価格の高騰や人件費の増加のため、収益率は下がっている。

中東情勢の悪化により燃料価格が高騰、供給制限もでてきている。荷動きも鈍いままで組合員企業にとって非常に厳しい
年度末となった。４月以降も燃料価格の更なる高騰が懸念される。

高知市

四万十市

旅館・ホテル

旅行業

情報サービス業

電気工事業

一般乗用旅客自動
車運送業

酒類製造業

一般製材業

建具製造業

印刷業

各種商品卸売業
（団地）

青果卸売業

各種商品小売業
（四万十町）

電気機械器具小売業

ガソリンスタンド

安芸市

飲食店

普通洗濯業

一般土木建築工事業

一般貨物自動車
運送業
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売　上　高
収益の状況
業界の景況

▲20.6 
▲35.3 
▲41.2 

情報連絡員報告を
中心とした 県内各業界の動向

　　　　　　　　　　　　　　　　　な　し

3月は、まだ原油価格の上昇等による大きな影響は受けておらず、売上をはじめ景況全体では横ばいといったところ。しかしながら、
人件費に加え、原材料費などコストの高騰が確定的となっており、その対応に追われている。今後は、厳しい経営環境が予想される。

原材料の高騰を販売価格への転嫁が出来つつあると思われるなか、本年2月１日より製品の値上げがあり、（商品によるが
0.05%～0.25%）、またまた厳しい状況である。この様な状況のなか、付属品（ロープ類、ハトメ、ミシン糸）の値上げ、また中東情
勢により原油・ナフサ価格の上昇および石油化学製品の供給環境の悪化の影響で、全製品の大幅な価格改定があると思われる。

３月の原木出荷量は、天候等にも恵まれ順調に入荷している。丸太価格については、一部の樹種（ヒノキ）において柱適材
（３m）が値下がりしてきている状況ではあるが、全体的にほぼ横ばい状況。4月に入り、原木出荷量は新たな事業等も始
まってくるため、好天が続けば大きな影響はない。丸太価格については、一部（ヒノキ）で値下がりが続いてきており、製品
の動きも相変わらず鈍いため、しばらくは先行きが見通せない状況。

紙製品全体としては、販売金額及び生産量は前年同月比で上回った。しかし、品目別では、雑種紙が販売金額及び生産量ともに
前年同月比で上回ったのに対し、衛生用紙は販売金額、販売量及び生産量ともに下回った。なお、米イラン緊張激化に伴う原油
価格高騰は、紙製品の原材料・燃料費の更なる上昇と為替の乱高下を招き、企業活動に深刻な影響を及ぼす懸念がある。

今月は前年度より売上は少し上向きになっているが、今、世界情勢が不安定になっていることで、今後物価の変動や原材
料費の大幅なアップなど、厳しい状況に陥るのではないかと心配材料が増える。

3月度の組合員の単月出荷量は、対前年比87.0%、4月からの累計出荷量も対前年比81.9%で前月に引き続き低調であっ
た。なお、令和7年度の組合員全体の総出荷量は、48万㎥を見込んでいたが 45.6万㎥で見込みより少ない結果であった。

対前年同月比185.4％。県を中心に補正予算の発注がされており、今後も順調に推移すると考えている。

今月も売上は伸び、7年度は6年度を上回ることができた。土佐刃物の主力である農業、山林刃物は需要が下がっているも
のの、インバウンドの影響で包丁が好調であったのが原因と思われる。

団地内の業況は売上、収益ともに横ばいの状況が続いている。中東情勢の悪化により原油由来の製品や資材の価格高騰
や出荷制限が生じており、コスト増など今後の製造への影響が懸念される。

取適法の施行、手形廃止などにより、小規模下請け事業者にとっては良い面がある一方、発注業者にとっては支払い条件が負担になって
きている。なお、すぐに資金繰りが悪化するほどの影響ではない。中東情勢が長引き、石油由来製品の副資材・部品等は品薄感がある。

３月度の取引額は、前年同月比で126％と前年を上回る結果となった。

3月末で組合員が後継者がいないとの理由で1店舗減少した。カツオは初ガツオが例年より早く入荷してこれからに期待し
ている。少しサイズが小さめではある。

相場は慢性的な高騰が続いているが、先月に続き高年式車両の販売台数が続いている。また、低年式車両や過走行車両の
販売台数が伸びており、幅広い値段帯が売れている。
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３月の駐車場利用台数は、前年同月比98.9％（357台減）、料金収入は前年同月比97.2％（297万円減）となった。また、人
流カメラによる集計では、３月の来街者数は前年同月比1.7％減となった。一方で、「土佐のおきゃく」や「よさこい春の舞」
の開催日には人出が増加した。さらに、外国客船の寄港日も18隻あり、昼間の回遊を後押しした。

各業種とも物価の更なる上昇に悩まされている。歓送迎会等も選挙と重なったためか控えめなようだ。「おかみさんまつ
り」のイベントが商店街を盛り上げている。

ツアー、団体の集客が良く、春休み個人客も多かった。宿泊・宴会共に昨年並にて推移。

組合クーポン前年同月対比71％　全旅クーポン合算後90％。春の旅行シーズンの売上に期待している。

今月の売上は前年および過去平均を下回る結果となり、全体としては前年水準を下回る推移となった。年度末に向けた需
要の高まりも一部で見られたものの、大型案件の動きは限定的であり、案件の小口化・分散化の影響も見受けられる。一方
でIT業界では、セキュリティ対策強化の流れを背景に、サーバのリプレイスやシステム基盤の見直しといった需要が継続
している。特に、老朽化環境からの移行や脆弱性対応を目的とした更新案件は、今後も一定の需要が見込まれる。当組合に
おいても、こうした市場動向を踏まえ、システム更新や運用改善を含めた提案活動の強化に取り組んでいる。引き続き、組
合員間での情報共有と連携を図りながら、着実な案件創出につなげていきたい。

組合員の施工する電力引込線工事量は、前年同月比222.2％となった。高知中央地区の187％はじめ、前月同様に東部地区で大幅に増加した。

実働1日1車当りの前年同月対比運送収入：98.5％、回数：97.1％、実働率：50.1％。運賃、料金の改正が全国各地で認可と
なり、高知も前回改正から2年経つので改正の動きがあり、1社が申請した。これにより、他の事業者からも申請され、年内に
は認可されるのではと予測している。最低賃金の大幅な見直しや諸物価の値上がりに事業者は苦慮している（燃料、車等）

販売量は昨年同月比を下回る状況が続いていたが、今月はやや持ち直した感がある。一方で原料米の価格は落ち着くとの
見方もあるが、不透明感が残り楽観はできない。その中で輸出は引き続き堅調に推移している。

原油を中心とするエネルギー価格の急騰により、コスト上昇が更に加速する懸念がある。

中東情勢の悪化により、原油から得られるシンナーの材料（ナフサ）不足により、ボンド・シンナー系の品不足・価格急騰が
懸念される。

先月に引き続き売上減、操業度低下となった。特に県内需要及び官公需が低迷。県外需要は業種によっては好調な部分もあるが全般には微減。
イラン問題で原材料が価格高騰、製品によっては生産調整また全般的に出荷調整等も見られる。溶剤系は価格高騰もひどく調達も厳しい模様。

経費が増え続ける一方で、売上が伸びにくい状況になってきた。さらに燃料高が追い打ちとなり、今後益々厳しい状況が予
想される。仕入商品の値上げが続くが、販売価格に十分に転嫁できず、利益減が続く。

3月の取扱高は組合員全体で前年対比93.5％となった。前月にくらべ今月の取扱高に上昇の兆しは見られたが、各社に
よってバラつきが見られた。今年1月から3月までの累計は93.1％となった。

現状、石油商品の影響はまだ出ていないがこれから確実にあるであろうとどの組合員も身構えている様子。時期的なこと
もあり、やや離職者が多い。

3月全商品平均で前年比94％。省エネタイプエアコン前年比102.3％、4K8Kテレビ前年比87％、ドラム式洗濯乾燥機前年
比全体で96％、リフォーム全額で前年比96％であった。

3月12日（木）は中東情勢により今までにないガソリン価格の値上げとなり、全国でも190円越えの価格が大半となったが、
政府からの補助金により大きく値下がりとなり市況は混乱した。4月に入っても解決せず、ホルムズ海峡は閉鎖のままとなっ
ており、値段の問題よりも物が不足となり、すでにA重油は品薄状態となっている。政府の備蓄放出によりどれだけ状態が変
わるかわからない。ガソリンなどは今のところ問題ないが、今後どうなるかわからないため、早めの満タンを心掛けましょう。

2月28日（土）～3月3日（火）の期間、「土佐の町家ひなまつり」が開催された。3月2日（月）には、おひさま保育所の園児20名が商店街
を新聞ドレスでパレードし各商店でお菓子を受け取った。また介護施設では園児がひなまつりの歌を披露し、お年寄りに喜ばれた。

集客は前年同月を下回る。販売価格は上昇しているので売上高は前年同月と同程度だが、物価高に価格転嫁が追い付い
ておらず、収益は悪化している。前年同月に比べ、インバウンド（大型客船）が激減しているため高知市中心街の集客が落ち
ている。前年同月に比べさらに物価は高騰。光熱費・仕入れ価格・人件費、ありとあらゆるものが上昇しているが、顧客離れ
による集客の低下の懸念から業界の価格転嫁は十分ではない。

中東地域での軍事衝突により原油価格が急騰、エネルギー価格が高騰している。ガソリン価格は緩和されているが、ハンガーなど石
油関連資材価格も4月より上昇とのこと。消費者の節約志向は現在強く働いており、需要減少が顕著に表れている。中東情勢の終結
が見通せない中、ホームクリーニングでは4,5月が最繁忙期であり、消費者の衣替えの出し控えが起きないかと心配する声がある。

どの発注機関も工事数は上昇傾向にあるが、資材価格の高騰や人件費の増加のため、収益率は下がっている。

中東情勢の悪化により燃料価格が高騰、供給制限もでてきている。荷動きも鈍いままで組合員企業にとって非常に厳しい
年度末となった。４月以降も燃料価格の更なる高騰が懸念される。
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Close Up! ものづくり（株式会社 城西館）
高知県へ「原油価格高騰に伴う
　県内中小企業支援に関する要望書」を手交しました
通常総会終了後のポイント
経営課題の解決や制度改正に関する支援事業のご案内
取引力強化推進事業のご案内
インドネシア視察報告
高知県からのお知らせ（商工政策課）
高知県からのお知らせ（産業政策課）
高知県からのお知らせ（統計分析課）
組合New Face
組合いんふぉめーしょん
県内各業界の動向（2026年3月）
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